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　基本給付
対象　次のいずれかに該当する人
　①令和2年6月分の児童扶養手当を交野市から受給する
　②公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止となる
　③新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給してい
　　る人と同じ水準となっている
給付額　1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
申込　①に該当する人：申請不要（8月末までに振込予定）
　　　②③に該当する人：8/3（月）～31（月）に子育て支援課（申込受付・審査後できるだけ速やかに振込）

　追加給付
対象　基本給付の①または②に該当する人のうち、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急
　変し、収入が減少した人
給付額　1世帯5万円
申込　8/3（月）～31（月）に子育て支援課（基本給付の①に該当する人も申請が必要）
支給時期　申込受付・審査後できるだけ速やかに振込

　新型コロナウィルス感染症の影響を受け、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより大きな
困難が心身等に生じているひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。対象と思われ
る方に7月末までに案内を送付します。

　定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生およびまん延を予防する観点から非常に重要であ
り、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しているものです。特に子どもの
予防接種を延期してしまうと、感染症にかかるリスクが高い状態となることから、定められた期間に接
種することが重要です。
　新型コロナウイルスの感染を心配し、病院へ行くことを控えている人もいると思いますが、予防接種
は「不要不急」ではありません。また、新型コロナウイルス感染症は、今後も数か月単位での流行が予想さ
れるため、完全に収束するのを待っていると接種期間が過ぎてしまいます。接種を延期・控えている人
は、期間内に早めに予防接種を受けに行きましょう。
接種期間が短い予防接種　B型肝炎、BCG、MR（1・2期）、高齢者肺炎球菌

ひとり親世帯臨時特別給付金
□問 子育て支援課☎893-6406

予防接種は「不要不急」ではありません。早めに接種しましょう
□問 健康増進課☎893-6405

にもゆかりのある私部を一緒に歩きませんか？

北田家住宅 札の辻橋 無量光寺 光通寺 私部城跡

身近にある｢歴史の舞台｣を発見しに、戦国時代の足跡を一緒に歩いてみましょう。

① 9/2 ㈬ 10:00 ～ 11:30 ② 9/16 ㈬ 10:00 ～ 11:30
③ 10/7㈬ 10:00 ～ 11:30 ④ 10/21㈬ 10:00 ～ 11:30
※全日程同じコースを歩きます。荒天中止。

集合　青年の家　　定員 各30人 費用　300円(資料代・保険代)　　 持ち物　飲み物
服装　動きやすい服装・靴でマスク着用の上お越しください。
申込 ▷Eメール：hoshi_machi@katano-kanko.com

　　　▷電話：星のまち観光協会 ☎070-2838-9690
　　　▷FAX：地域振興課  　 891-5046
星のまち観光協会 ☎070-2838-9690

いま、テレビで人気の

(件名に「星のまちめぐり」と入力)

FAX

おわびと訂正
　広報7月号15㌻、｢後期高齢者医療制度のお知らせ」の「自己負担額限度額とその判定基準」表に誤りが
ありました。誤りは所得区分「一般」の負担割合「3割」で、正しい負担割合は「1割」です。
　おわびし下表のとおり訂正いたします。

自己負担限度額とその判定基準

所得区分 負担
割合

自己負担限度額（月額）
外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

み
並
役
現

者
得
所 課税所得690万円以上

3割
252,600円＋ ( 医療費－842,000円) ×1％（多数回140,100円）

Ⅱ 課税所得380万円以上 167,400円＋ ( 医療費－558,000円) ×1％（多数回93,000円）
Ⅰ 課税所得145万円以上 80,100円＋ ( 医療費－267,000円) ×1％（多数回44,400円）

一　  般
1割

18,000円（年間14.4万円上限） 57,600円（多数回44,400円）
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円




